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使用基準判断表（Ｒ６．４．１）

交流センター等の使用可否及び使用料減免の判断は、以下のとおり。なお、使用料減免に関しては

「宮崎市交流センター等の使用料減免に関する要綱」の第３条第１項第１号～第７号の規定に基づき

行う。

要綱３－（１） 市が主催、共催する行事等に使用する場合（減免上限：１００％）

要綱３－（２） 交流センター等が主催、共催する行事等に使用する場合（減免上限：１００％）

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

① 市役所各課が公用で使用す

る場合（会議、研修等）

② 市の委託事業でＮＰＯ法人

等が使用する場合

③ 宮崎市選挙管理委員会投票

所設置

○

○

○

○

市役所各課が所管する公共施

設も含む。

県以上の機関は減免対象外。

市からの委託費に会場使用料

が含まれている場合は減免対象

外。

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

① 交流センター等主催講座

（社会教育講座）

② 移動公民館

③ 地区生涯学習推進協議会の

会議等

④ 家庭教育学級の運営に関す

る会議及び学級の実施

⑤ その他交流センター等が主

催・支援する事業での使用

○

○

○

○

○



2

要綱３－（３） 市内の幼稚園、保育園、小学校及び中学校が、保育活動又は学校教育活動等に使用

する場合（減免上限１００％）

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

① 地区内の保育所・幼稚園・

認定こども園

○園行事での使用

○職員及びＰＴＡの使用

○職員レクリエーション

○クラブ、クラス会等

○職員研修

② 地区内の小中学校

○授業、学校行事での使用

○職員及びＰＴＡの使用

○クラブ活動、部活動、クラ

ス会等

○職員レクリエーション

○職員研修

③高等学校、大学、専門学校

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

それぞれの関連施設を優先さ

せること。地区の考え方につい

ては、園(学校)のある中学校区

を便宜上の「地区」とみなし、

在園(校)生は地区内に住む者と

して取り扱う。（名簿の提出は不

要）

園活動に関連しないものは減

免対象外

必ず教師又は成人の指導者・

監督者がつくこと。長期的・継

続的なものは確認書の提出を求

め、使用内容を確認すること。

園活動の実施に関連しないも

のは減免対象外

基本的な考え方は①と同様。

学校が設置・実施している場

合は学校教育活動の一環とみな

し、免除対象。自主練や部保護

者会は減免対象外。

必ず教師又は成人の指導者・

監督者がつくこと。長期的・継

続的なものは確認書の提出を求

め、使用内容を確認すること。

※申請者が学生であっても１

８歳以上であれば申請可能。
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要綱３－（４） 公益的な活動を行う又は市が事業支援する団体が、設置目的に沿う活動かつ市の施

策や事業に関連する公益性のある活動に使用する場合（減免上限：１００％）

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

① 市関係各課が事業支援（運

営補助、活動補助）している

公共的団体の使用

○福祉関係団体

老人クラブ、民生児童委員

会、市保育会、市社会福祉

協議会、母子福祉協議会等

○農商工関係団体

市観光協会、ＳＡＰ等

○小中学校教育関係団体

小中学校長会、教頭会、教

務主任会、各教科研究会等

○体育関係団体

地区体育会、市スポーツ協

会、小中体連、スポーツ推

進委員協議会等

○市国際交流協会

○市芸術文化連盟

○地域の団体、協議会等

地区振興会、自治会、自治

公民館、地域まちづくり推

進委員会、消防団、交通安

全協会等

② 社会教育関係団体

③ 国・県・公益団体等が主催

する事業のうち、市の施策や

事業に関連する公益性のある

もので、施設の設置目的に合

致するもの（行政相談、移動

交番、人権相談等）

④ 経済団体、利益団体、企業

等

（例：民間企業、農協、漁協、

商工会、各小売業者組合、食

品衛生協会、生産者組合、猟

友会、森林組合）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

減免可否は、使用許可申請時

に、団体の定義及び使用目的が

減免基準に該当しているか確認

し、判断すること。

①②の対象団体については、

交流センター使用基準別表１に

掲げる団体を参照。

なお、別表１に掲げる団体以

外で、市から事業支援を受けて

いる団体から申請があった場合

は、事業支援の内容及び使用目

的を聴取の上、判断すること。

※Ｐ６判断フロー参照。

ア．それぞれの関連施設を優先

すること。（例：総合福祉保健

センター、総合体育館、学校

等）

イ．市に団体の事務局があって

も、国・県段階のものは原則、

減免対象外とする。

ウ. 主たる活動を行う地区に所

在する交流センター等を使用

する場合のみ、減免対象とす

る。（中央公民館は、市域全域

の活動を対象とする）

県以上は原則、減免対象外。

ただし、市関係課からの依頼

文や副申の提出があった場合

は、地域自治区事務所へ確認の

うえ、免除対象にできる。

交流センター等での継続的な

営利事業を目的とした使用につ

いては使用不可。

使用内容による判断について

は、Ｐ６－ア－⑦～⑨参照。
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※要綱３－（４）中、①における減免判断フロー

要綱３－（５） 要綱３－（４）に該当しない団体が、設置目的に沿う活動かつ市の施策や事業に関

連する公益性のある活動に使用する場合（減免上限：５０％）

要綱３－（６） 交流センター等の登録団体が使用する場合（減免上限５０％）

申請者への聞き取りで判断。事業支援については必要に応じて関係課へ確認（館または地域自治区事務所）

別表１団体

別表１に記載
がない、公益
性が高い団体

市が事業支援（運
営補助、活動補助）

している団体か。
例：市から直接補助
金を受けている

【団体の定義】 【活動内容】

減免対象外

市の施策や
事業支援を
受けている
内容に関連
する使用か。

その内容は
地域活動
または
生涯学習
に関連する
ものか。

免除

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

申請

申請

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

① ＮＰＯ法人

② 市芸術文化連盟加盟団体

③ 宮崎市民活動センター登録

団体（ボランティア団体）

④ 市スポーツ協会加盟団体、

市スポーツ少年団

○

○

○

○

○

○

交流センターの設置目的に沿

う活動かつ市の施策や事業に関

連する公益性のある活動に使用

する場合のみ減額対象とする。

毎年度芸文連から各施設に配

布される「加盟団体名簿」に記

載されている団体のみ減額対象

とする。

宮崎市民プラザ使用時は５割

減額の対象となる。

スポ少の団体登録の重複に注

意すること。

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

① 講座グループ・自主グルー

プの使用

○ ○ 利用団体として登録した当該

館のみ減額対象とする。
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要綱３－（７） 市長が特に認める場合

上記要綱３－（１）～（６）に該当しないが、特別な理由があり減免すべきもの。

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考減免対象 減免

対象外

使用

不可免除 減額

① 身体障がい者手帳、療育手

帳又は精神障がい者保健福祉

手帳を所持する者及びその介

護者が、施設の設置目的に沿

う活動に使用する場合

○ ○ 中央公民館又は手帳所持者が

居住する地区に所在する交流セ

ンターを使用する場合のみ減免

対象とする。

障がい福祉サービス事業所等

が主体となって行う活動（デイ

ケア等）の場合は、要綱３－（４）

中、④により減免対象外。

② 要介護（支援）認定を受け

ている者及びその介護者が、

施設の設置目的に沿う活動に

使用する場合

③ 個人演説会

開催時間については、一回

に５時間を超えない範囲と

なっているが、条例上の開

館時間内で対応する

④ その他市長が特に認める場

合

○

○

1回目

のみ

○ ○

○

○

○

中央公民館又は要介護（支援）

を受けている者が居住する地区

に所在する交流センターを使用

する場合のみ減免対象とする。

介護保険サービス事業者等が

主体となって行う活動（デイサ

ービス等）の場合は、要綱３－

（４）中、④により減免対象外。

【個人演説会場公営施設の場合】

公職選挙法の規定により、候補

者 1 人につき同一館ごとに１回

目は無料（免除）。

使用申請：「候補者→選管→交流

センター」

※個人演説会場公営施設に該当

するかは、所管課に問い合わせ

すること。

※このルートなしに、地区の個

人名での早期申込みに注意する

こと（会場が空いているかどう

かの返事にとどめる）。

【個人演説会場公営施設以外の場

合】

１回目の使用から減免対象外

使用申請：「候補者→交流セン

ター」

減免可否は関係課から依頼や

副申等により判断する。減免額

は関係課等と協議の上決定す

る。
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●社会教育法第２３条の禁止行為に関するもの

※交流センターは、地方自治法第２４４条の施設であることから、段階的な緩和を検討する。

ア 営利を目的とする事業の実施、営利事業の援助

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

① ○○学院、師匠等が主体と

なって月謝、受講料をとる形

で継続的に行う教室、講座、

塾等

② 上記の者が単発で行う発表

会、リハーサル等

③ 地区住民が自主的に行うグ

ループ活動で講師謝金を会費

の中から支払うもの

④ 社会教育関係団体以外の団

体が入場料をとって行う集

い、大会、映画会、研修会等

⑤ 社会教育関係団体が入場料

をとって行う集い、大会、映

画会、研修会等やバザー、展

示販売等

⑥ 地区総合文化祭等で行うバ

ザー、展示販売等

⑦ 企業等に関するもの

○入社試験

○社内レクレーション

○一般社員研修

○実演、販売会議、ノルマ向上

研修

○会費無料で行うセミナー

⑧ 営利団体・企業が第三者に

対して行う収益を伴う契約や

販売

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

講師側が主体となった継続的

な収益を伴う活動として使用不

可とする。

会員自身の成果発表の機会と

して、減免対象外で使用可。

謝金額は、6,000 円＋交通費程

度を基本とすること。

収益を伴う場合は、単発であ

れば減免対象外で使用可。

継続的に収益を伴う使用の場

合は、使用不可。

事業案内や収支予算書等で確

認する。

収益を伴う場合は、単発であ

れば使用可。当該活動の一環と

みなし、要綱３－（４）中、②

により免除。

継続的に収益を生じる使用の

場合は、使用不可。

要綱３－（２）中、⑤により

免除。

企業からの申請の場合は、特

にどのような内容のものである

か吟味すること。

収益を伴う事業活動ではない

場合は、継続的な使用を認める。

単発であれば減免対象外で使

用可。ただし、公共施設がマル

チ商法等の会場にならないよ

う、内容について十分に聴取す

ること。
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イ 特定宗教の支持、宗教活動及び団体の使用

社会教育法第２３条第２項

憲法第２０条第３項

憲法第８９条

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

⑨ 営利団体・企業が行う感謝

祭、映写会、創立記念日関連

事業等

○ ○ 参加者から入場料等を徴収

し、収益を伴う場合は、単発で

あれば減免対象外で使用可。

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

① 講演会、展示会等

② 親睦会、レクリエーション

③ 学習会

④ 特定の宗教の布教、勧誘、

宣伝等

⑤ 宗教上の行為、祝典、儀式

又は行事

○

○

○

○

○

○

○

宗教一般についてのものであ

れば使用可とするが、特定宗教

の布教に繋がるおそれがある場

合は使用不可。

親睦等で宗教活動の要素がな

いことを確認すること。

宗教一般についての学習は使

用可とするが、自らの宗教に限

定した学習は使用不可とする。

勧誘、布教、寄附金品の募集

の恐れがある場合は使用不可。

の規定により原則使用不可としているが、教育基本法

第１５条第１項に基づき、宗教団体であるという理由

のみで一律使用を禁止することはできない。

（判断に迷う場合は所管課に相談）
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ウ 特定政党の利害に関する事業、選挙に関して特定候補者の支持

公職選挙法との関連を考慮すること。判断に迷う場合は、必ず所管課（生涯学習課・地域コミュ

ニティ課）に相談すること。

使用者又は使用目的等

取 り 扱 い

備 考
減免対象

減免

対象外

使用

不可免除
５割

減額

① 選挙前の地域懇談会、同業

組合懇談会、労働組合懇談会

等

② 議員、政党その他の政治団

体が主催する地域住民を対象

にした政談演説会、時局講演

会、国会・県・市議会報告会

③ 政党、政治団体の主催する

もので、党員、構成員のみを

対象としたもの

④ ○○と語る会、○○を励ま

す会、○○後援会

⑤ 個人演説会 ○

1回目

のみ

○

○

○

○

○

○

選挙の事前運動に注意。

住民に広く政治的教養を与え

ることは必要課題（教育基本法

第１４条）。

党勢助長。

○○候補決起大会も望ましく

ない。

選挙の事前運動に注意。対象

者（住民一般か特定、例えば党

員か）で判断。

要綱３－（７）中、③参照。


